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令和８年度 安来市雇用対策協定に基づく事業計画について 

～ 安来市と島根労働局とが連携し雇用施策を展開 ～ 

安来市（市長：田中
た な か

 武夫
た け お

）と島根労働局（局長：中村
なかむら

 昭彦
あきひこ

）は、令和３年７月21日に締結し

た安来市雇用対策協定（別添１）に基づく「令和８年度事業計画」（別添２）を共同で策定しまし

た。 

この事業計画は、安来市と島根労働局が、それぞれの強みを活かした雇用対策を効果的かつ一

体的に取り組むことを通じて、「地方創生に資する活力あるまちづくりを推進し、地域で支え合う

社会の実現」を目指し策定しております。 

安来市と島根労働局は連携を図り、地域の雇用面の課題に対して、一体的・機動的な雇用対策

を推進していきます。 

 

令和８年度雇用対策協定に基づく事業計画のポイント 

○主要な取組等 

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や若者の進学、就職による県外への流出などの課題 

に対応するため、①産業振興・雇用創出と移住・定住促進、②若者への就職支援の推進など 

に取り組むとともに、数値目標を設定しました。 

 

《事業内容》 

１ 産業振興と雇用創出の推進に係る連携 

   ・安来市内企業の設備投資と安来市外からの企業誘致等を推進し、新たな雇用創出を促進 

２ 移住・定住施策に対する連携 

・移住・定住の促進による人口増及び雇用人材の確保 

３ 若者への就職支援の推進に係る連携 

   ・若年期から安来市内企業の紹介や働くことに対する意識付け等を行い、地元就職を促進 

４ 障がい者雇用施策の連携 

   ・障がい者や障がい者雇用に取り組む企業への雇用対策と福祉施策の強化 

５ 生活困窮者等の社会的自立に係る対策の連携 

   ・生活困窮者等の就労支援に係る役割分担と連携方法を明確にし、効果的・効率的な支援を実施 

６ 女性の活躍推進係る就業施策の強化 

   ・女性の就業環境の改善・定着・管理職の育成などによる職域の拡大 

７ 大量雇用変動等に対する雇用の安定に向けた施策の連携 

 ・雇用対策組織の設置による雇用対策の連携・推進 

８ その他、安来市と島根労働局が必要と認める取組 

   ・安来市とハローワーク安来による定期的な情報交換 

 
島 根 労 働 局 発 表 

 
担 

島根労働局 
職業安定部職業安定課 

安来市 
政策推進部定住産業課 

 
令和８年４月30日（木） 

 

 当 課 長  内藤 義博 課 長  佐伯 由里子 
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令和８年度 安来市と島根労働局との雇用対策協定に基づく事業計画 

 

安 来 市  

島根労働局  

第１ 趣旨 

 地方創生に資する活力あるまちづくりを推進し、地域で支え合う社会の実現を目指す安来市と、島根

県内において雇用や労働に関する施策を総合的に推進する島根労働局が、それぞれの強みを活かして密

に連携し、一体的かつ総合的に、雇用や労働に関する諸課題に対応し施策を実現することを目的として、

令和３年７月 21 日に雇用対策協定（以下「協定」という。）を締結しました。 

 この協定に基づき、令和８年度事業計画を次の通りとし、市における雇用・労働に関する課題等解決に

向け緊密な連携・協力を図ってまいります。 

 

 

第２ 協定に基づく令和８年度の具体的取組み 

１．産業振興と雇用の創出の推進に係る連携 

令和７年 11 月における島根労働局管内の有効求人倍率は 1.32 倍で、一時期はコロナ前と同水準

に回復しておりましたが、最近は改善の動きが弱まっており、ハローワーク安来管内では 0.98 倍と

なっています。 

産業分野によってばらつきは見られるものの、総じて人手不足の状況が続いています。 

経済圏、生活圏が同一である米子市や隣接する松江市への安来市民の労働移動、人口の減少と労働

力人口の高齢化などに伴う人手不足に対応するためには、安来市民の雇用の受け皿となる地元企業

の働き方改革等を推進しつつ魅力ある企業立地を進め、安来市内への就業意識を高める必要があり

ます。 

このため、安来市内企業の設備投資、安来市外からの企業誘致等を推進し、産業振興を図ることで

新たな雇用創出を促進します。 

 

【安来市、労働局・ハローワーク】 

・市内企業・事業所情報の収集と情報共有 

・企業に対する市及び労働分野の支援施策の周知 

【安来市】 

・企業立地奨励金や地域の特性を活かした企業立地の推進 

・市内企業における先端設備等導入の促進 

【労働局・ハローワーク】 

・キャリアアップ助成金の各コース活用促進 

（Ⅰ 正社員化コース）、（Ⅱ 障害者正社員化コース）、（Ⅲ 賃金規定等改定コース）、 

（Ⅳ 賃金規定等共通化コース）、（Ⅴ 賞与・退職金制度導入コース）、 

（Ⅵ 社会保険適用時処遇改善コース） 

・人材開発支援助成金の各コース活用促進 

別添２ 
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 （Ⅰ 人材育成支援コース）、（Ⅱ 教育訓練休暇等付与コース）、（Ⅲ 建設労働者認定訓練コース）、

（Ⅳ 建設労働者技能実習コース）、（Ｖ 人への投資促進コース）、（Ⅵ 事業展開等リスキリング支

援コース） 

・人材確保等支援助成金の各コース活用促進 

 （Ⅰ 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース） 

 （Ⅱ 中小企業団体助成コース） 

（Ⅲ 建設キャリアアップシステム等活用促進コース） 

 （Ⅳ 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野）） 

（Ⅴ 作業員宿舎等設置助成コース（建設分野）） 

（Ⅵ 外国人労働者就労環境整備助成コース） 

（Ⅶ テレワークコース） 

・市内誘致企業等を対象とした就職マッチング 

・男性が育児休業を取得しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援 

 （育児・介護休業法の周知及び履行確保） 

 （男女とも仕事と育児を両立しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援） 

（仕事と介護の両立ができる職場環境整備） 

（次世代育成支援対策の推進） 

・同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇確保等 

（雇用形態に関わらない公正な待遇の確保、非正規雇用労働者の正社員化・処遇改善を行う企業へ

の支援） 

 （無期転換ルールの円滑な運用） 

・安全で健康に働くことができる環境づくり 

 職場における感染防止対策等の推進 

（職場における感染防止対策等の推進） 

 長時間労働の抑制 

 （生産性を高めながら労働時間の縮減等に取組む事業者等の支援） 

 （長時間労働の抑制に向けた監督指導等） 

 労働条件の確保改善対策 

 （法定労働条件の確保） 

 （「労災かくし」の排除に係る対策の一層の推進） 

・総合的なハラスメント対策の推進 

 （職場におけるハラスメント等に関する雇用管理上の防止措置義務の履行確保） 

 （職場におけるハラスメント等に関する周知啓発の実施及びカスタマーハラスメント対策等の推

進） 

・最低賃金・賃金の引き上げに向けた生産性向上等に取組む企業への支援 

・治療と仕事の両立支援 

 （治療と仕事の両立支援に関する取組の促進） 

 （トアライアングル型サポート体制の構築） 
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《目標》 立地企業数      ２件 

     先端設備等導入企業数 １件 

 

 

２．移住・定住施策に対する連携 

 市への移住・定住の促進による人口増及び雇用人材の確保により市の活性化を図ります。 

 

 【安来市、労働局・ハローワーク】 

  ・人材確保を目指す企業情報のＵＩＪターン希望者等への情報提供 

  ・ＵＩＪターンガイドブックを活用した情報発信 

 ・安来企業ガイドブックを活用した情報発信 

【安来市】 

・市を相談窓口とした定住サポートセンター事業による移住へのサポート 

・定住相談会、定住フェアの実施 

【労働局・ハローワーク】 

・県外進学生に対するハローワークによる市内企業への就職支援  

・ＵＩＪターンイベント参加者に対するハローワークによる相談支援の実施 

・ハローワークの全国ネットを活用した安来市のイベント情報の発信 

 

《目標》 定住相談会、定住フェアの開催回数 ５回 

 

 

３．若者への就職支援の推進に係る連携 

 安来市の人口の減少数のうち、社会動態分の状況は 10 代後半から 30 代の転出が目立ち、主だっ

た転出理由は、10代後半で進学、20 代前半が大学・短大等卒業後の就職となっています。 

こうした若年層の転出に歯止めをかけるため、若年期からの市内企業紹介による地元産業を知る

機会の創出や働くことに対する意識付け等を行うことで、地元就職を推進します。 

 

【安来市、労働局・ハローワーク】 

 ・市内主要企業への求人要請行動 

・ユースエール認定制度等の国の認定制度の周知と企業に対する取得勧奨 

・企業トップクラス等に対する公正採用選考研修の実施 

・学校と企業の就職情報交換会の開催 

【安来市】 

・市内の高校生（安来高校・情報科学高校）を対象とした「企業見学バスツアー」の実施 

・市内企業等への新就職者を対象とした「新就職者歓迎の集い」の開催 

・就職が内定した市内の高校３年生を対象とした「就職内定者研修会」の開催 
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 ・大学等卒業予定者を対象とした「やすぎ就活スタートガイダンス」の開催 

【労働局・ハローワーク】 

 ・中学校・高等学校生徒に対する職業講話、企業ガイダンス（委託事業を含む）等に 

よる職業意識の啓発 

・就職支援ナビゲーター等による学生・生徒に対する就職支援の実施 

・企業や学生等に対する訪問等による職場定着の支援 

・ハローワークの全国ネットを活用した企業情報等の発信 

 

《目標》 「企業見学バスツアー」の実施回数        ２回 

       「新就職者歓迎の集い」の実施回数        １回 

       「就職内定者研修会」の実施回数         １回 

       「学校と企業の就職情報交換会」の実施回数    １回 

       「ユースエール認定」企業数           １社 

       市内主要企業への求人要請行動          15 社以上 

       企業トップクラス等に対する公正採用選考研修   １回 

 

 

４．障がい者雇用施策の連携 

 高年齢化等に伴い、障がい者数の増加及び障がいの重度化・重複化が進んでおり、障がい者本人が

地域の中で自立し安心して暮らせる社会づくりが急務となっています。 

このため、働く機会を得にくい障がい者や障がい者雇用に取組む企業の支援に対応すべく、雇用対

策と福祉施策の強化を図ります。 

  

  【安来市、労働局・ハローワーク】 

 ・関係機関との連携による障がい者を雇用する企業に対する企業向けチーム支援の実施 

・障害者雇用優良中小企業主認定（もにす認定）制度の周知 

・障がい者の一般就労促進と福祉的就労の充実を図ることを目的とした障害者等総合支援協議会

の開催 

 【安来市】 

・特別支援学校卒業予定者に対し、最も適した進路へ進めていくための個別移行支援会議への参

画 

【労働局・ハローワーク】 

・障害者就業・生活支援センターや島根障害者職業センターとの連携による障がい者向けチーム

支援の実施 

・「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」の開催による精神・発達障がい者の一般就労に

対する理解の促進 

 

《目標》 「障害者等総合支援協議会」の実施回数        １回 
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        障害者雇用優良中小事業主（もにす認定）の認定件数  １件 

 

 

５．生活困窮者等の社会的自立に係る対策の連携 

 安来市内の生活保護率は平成 24年度をピークに減少傾向にありますが、就労経験の乏しい者やひ

きこもり、長期離職者など就労に向けた課題を抱えた者の割合は増加しており、一層、就労支援を推

進していく必要があります。 

生活困窮者等の就労支援について、目標の共有化・相互連携により、役割分担と連携方法を明確に

し、効果的・効率的な支援を実施していくことで、経済的自立を促進します。 

 

【安来市、労働局・ハローワーク】 

・生活保護受給者等就労自立促進事業等の実施 

（安来地域生活福祉・就労支援協議会の開催、ひとり親応援キャンペーン（出前相談 ）の実施） 

【安来市】 

・生活困窮者等の求職活動における母子自立支援員、就労支援員による支援 

 【労働局・ハローワーク】 

・「特定求職者雇用開発助成金（生活保護受給者等雇用開発コース）」の活用による生活困窮者の自

立促進と定着支援の充実・強化 

 

《目標》 安来地域生活福祉・就労支援協議会の実施回数    １回 

        ひとり親応援キャンペーン（出前相談）       ２回（２日間実施） 

        就労支援評価検討（支援対象者振り返り）       ２回 

        支援による生活保護からの就職者数         Ｐ件（Ｒ７目標値３件） 

（P地域協議会で策定） 

 

 

６．女性の活躍推進に係る就業施策の強化 

 女性活躍推進法に基づき、女性がその個性と能力を十分に発揮し、より活躍することのできる職場

環境の整備とポジティブアクション（積極的改善措置）の推進について、多くの企業が積極的に取り

組めるよう企業向けに周知・啓発を行います。 

 また、職場環境の整備に係る研修会等を開催し、女性の就業環境の改善・定着・管理職の育成など

による職域の拡大を図ります。 

 

【安来市、労働局・ハローワーク】 

・職域拡大のための職場環境の整備に向けた啓発や研修等の実施 

【安来市】 

・女性の活躍推進と自立支援のための意識の醸成と取組支援 

 （審議会等への女性の参画率向上、家庭・地域への男女共同参画意識の啓発） 
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《目標》 「職場環境の整備に係る研修会」の実施回数    １回 

 

 

７．大量雇用変動等に対する雇用の安定に向けた施策の連携 

 産業支援施策等により、一定規模の求人需要が発生した際に、市及び労働局が情報共有を図り、個

別面接会の開催等により必要な人材確保に取り組み、また、特段の事情に起因する企業活動縮小に際

しては、雇用調整助成金の活用や転職支援制度の活用等によるマッチングの実施など、労働者の雇用

維持に向けて相互連携を推進します。 

やむを得ず離職者が発生する場合においては，再就職支援対策を連携して行います。 

 

 【安来市、労働局・ハローワーク】 

  ・地域に多大な影響を与える事象があった際、近隣自治体・関係機関により構成する雇用対策組織

の設置による雇用対策の連携・推進 

 ・雇用調整助成金、在籍型出向と産業雇用安定助成金の周知 

【労働局・ハローワーク】 

・雇用調整助成金、産業雇用安定助成金の活用支援 

   ・産業雇用安定センターと連携した出向支援 

 ・早期再就職支援等助成金（再就職支援コース、雇入れ支援コース）、トライアル雇用助成金を活

用した就職支援の実施 

 

 

８．その他、安来市と島根労働局が必要と認める取組 

 【安来市、労働局・ハローワーク】 

・市とハローワーク安来による定期的な情報交換 

・市報や告知放送、報道機関へのプレスリリース等による情報発信 

・その他、必要と認める取組 

 

《目標》 市とハローワーク安来とによる定期的な情報交換回数  年間 10 回以上 


